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食品安全基本法第 11条第１項第１号の食品健康影響評価を行うことが 

明らかに必要でないときについて 

（器具及び容器包装の原材料に含まれる物質の含有量等に関する 

安全性審査の手続を定めること） 

令 和 ７ 年 ５ 月 

食品衛生基準審査課 

１ 概要 

○ 食品用の器具・容器包装の再整理後のポジティブリストに対応した「個別に安

全性審査を受けた物質を公表する制度（以下単に「安全性審査」という。）」につい

ては、第１回食品衛生基準審議会器具・容器包装部会（令和６年 12 月 16 日）に

て審議、承認された。その後、食品、添加物等の規格基準（昭和 34年厚生省告示

第 370号）の一部改正を行い（令和７年４月 28日）、同制度を導入した。 

○ また、食品安全委員会令第一条第一項の内閣府令で定めるときを定める内閣府

令の一部を改正する内閣府令（令和７年内閣府令第 45号）により、食品安全基本

法（平成 15年法律第 48号）第 24条第１項各号に規定する、関係各大臣が食品安

全委員会に意見を聴かなければならない場合に、「安全性審査の手続を定めようと

するとき」が追加された。 

○ 他方、同項ただし書きにおいては、食品安全委員会が同法第 11条第１項第１号

に規定する「食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないとき」に該当す

ると認める場合は、食品安全委員会の意見を聴くことは必要とならないと規定さ

れている。 

○ 本件は、今般、安全性審査を受けようとする物質ごとに食品安全委員会の意見

を聴くものとする安全性審査の形式的な手続を新たに定めるに当たり、「食品健康

影響評価を行うことが明らかに必要でないとき」に該当すると解することの可否

を照会するものである。なお、本手続案については、本年３月 27日に開催された

第２回食品衛生基準審議会器具・容器包装部会にて了承されている。 

２ 意見聴取の内容 

安全性審査の手続を定めるに当たり、食品安全基本法第 11条第１項第１号に規

定する「食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないとき」に該当すると解

していいか、食品安全委員会に照会する。 

３ 定める手続の概要 

（１）食品、添加物等の規格基準（昭和 34 年厚生省告示第 370 号）第３ 器具及び

容器包装のＡ 器具若しくは容器包装又はこれらの原材料一般の規格の９に規

定する安全性審査の手続については、この告示の定めるところによるものとす
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ること。 

（２）内閣総理大臣は、器具及び容器包装の原材料に含まれる物質の含有量等とし

ての申請が、その物質の開発者等からあったときは、当該含有量等に係る安全

性の審査を行うこととすること。 

（３）安全性の審査は、食品安全委員会の意見を聴いて行うものとすること。 

（４）申請書の様式及び申請書に添付すべき資料を定めること。 

（５）安全性審査の結果、人の健康を損なうおそれがあると認められない場合には、

当該審査を経た旨を消費者庁のホームページにより公表するものとすること。 

（６）内閣総理大臣は、安全性の審査を経た旨を公表した内容について、新たな科学

的知見が生じたときその他必要があると認めるときは、食品安全委員会の意見

を聴いて再評価を行い、当該再評価の結果、人の健康を損なうおそれがあると

認められる場合は、その旨を消費者庁のホームページにより公表するものとす

ること。 

 

４ 今後の予定 

食品安全委員会の回答を受けた上で、安全性審査の手続きに係る告示を制定す

る予定。 

 

 

7




